　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（申請書類について）

Ｑ１　申請書はどこでもらえますか。

　　申請書は市ホームページからダウンロードできます。また、商工観光課にも備え付けています。
Ｑ２　書き方や添付書類がわかりませんが、どうしたらいいですか。

　　添付書類の例や記入例を準備していますので、ご確認ください。

Ｑ３　申請書類は窓口に持参してもよいですか。

　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、原則郵送受付とさせていただきます。また、市役所正面玄関前に申請書受付ボックスを設置しますので、そちらに投函いただくことも可能です。感染防止のため、ご協力をお願いいたします。

（記載内容について）

Ｑ４　申請書の申請者欄は、事業所（店舗）と申請者のどちらの住所を記入したらいいですか。
　　事業者住所欄には、申請者の住所を記入します。法人の場合は、法人本社の所在地を記入ください。
Ｑ５　常時使用する従業員とは、どのような人を指しますか。

　　個人事業主本人や家族従業員、会社役員、短期のアルバイトやパート労働者ではない従業員のことです。アルバイトやパート労働者であっても期間の定めがなく、正規社員等と同様に就労している場合は、「常時使用する従業員」に含めます。

Ｑ６　１つの法人で複数店舗を経営しています。常時使用する従業員がＡ店（市内）10人、Ｂ店（市内）５人、Ｃ店（市外）に6人の場合、「常時使用する従業員」はどのように数えたらいいですか。
　　法人単位、個人事業主単位で数えますので、この場合は、合計２１人になります。
Ｑ７　振込口座に郵便局の口座を指定してもいいですか。
　　郵便局の口座を指定いただくことも可能です。振込専用口座をご記入ください。
Ｑ８　別紙の実施する取り組みの中に、感染防止対策として実施している取組みが記載されていません。どうしたらいいですか。
　　「その他」欄に具体的な取組みをご記入ください。

Ｑ９　申請書に押印する印鑑は、何を押せばいいですか。

　　法人の方は法人の代表者印、個人事業者は申請者の印鑑を押印ください。

（対象）
Ｑ１0　「人の往来がある事業所」とはどのような事業所ですか。
　　小売店やサービス業における購入者・利用者だけでなく、製造業や建設業、その他事業所においても取引事業者、従業員等の往来があり、事業上、その事業所内で日常的に人が接する状況が生じる事業所のことです。ただし、無人店舗や無店舗営業（実店舗を持たず、自宅でインターネット等を通じて人と会わずに行う事業など）である場合は対象外です。
Ｑ１１　１つの法人（個人事業主）で複数事業所（店舗）を経営しています。その場合はどうなりますか。

　　豊前市内にある対象となる事業所であれば、２事業所分まで申請が可能です。その場合、それぞれが福岡県の感染防止宣言ステッカーを取得・掲示し、公的書類等で実態を確認できることが必要です。ただし、申請は１事業者につき１回のみとなりますので、ご注意ください。
　　　
例）
　　　　

豊前市内　　　　　　　　　　　　　  　　　　　豊前市外
　　　　　Ａ事業所（飲食業・人の往来有）　　　　　　　　　E事業所（飲食業・人の往来有）
　　　　　Ｂ事業所（小売業・人の往来有）　　　　　　　　　　　　　　　※対象外

Ｃ事業所（製造業・人の往来有）
　　　　　Ｄ事業所（情報サービス業・人の往来なし）
Ｑ１２　市内に複数店舗があります。店舗それぞれ申請できますか。

　　申請者が市内で複数店舗を運営している場合、申請は店舗ごとではなく、事業者単位となり、２店舗分までの申請が可能です。申請は１事業者につき１回のみとなりますので、ご注意ください。
Ｑ１３　個人事業主は対象になりますか。
　　　市内に申請者自身が運営している店舗又は事業所を有しており、他の交付要件に該当する場合は、対象となります。
Ｑ１４　フリーランスでエステを行っています。個人事業主ですが、自分の店舗を有しておらず、エステ店で業務委託で働いています。対象になりますか。

　　申請者が店舗等を有しておらず、他の事業者が運営する店舗等で業務を行っている場合は、対象となりません。対象となるのは、自己所有の施設又は継続的な賃貸借契約等で事業を行っている事業者です。
Ｑ１５　ヨガ教室や書道教室を公民館などの施設やレンタルスペースを借りて行っています。随時施設を予約して借りていますが、対象となりますか。

　　公民館やレンタルスペースなどの時間貸し、１日貸出しなど、自身の所有する施設又は継続的な賃貸借契約等を行っていない場合は、対象となりません。
Ｑ1６　個人事業主です。市内在住で確定申告も豊前市でしているのですが、事業所（店舗）は市外にのみあります。対象になりますか。

　　あくまでも、市内に事業所（店舗）があることが支給要件になりますので、市外にのみ事業所（店舗）がある場合は対象となりません。

Ｑ１７　フランチャイズ店は対象となりますか。

フランチャイズ店も要件を満たしている場合は、対象となります。
（添付書類）

Ｑ１８　「福岡県感染防止宣言ステッカー」とは何ですか。

　　店舗や施設が、業種別ガイドラインに従った感染防止対策をしていることを示すステッカーです。このステッカーを店舗等の目立つところに掲示することで、県民の皆様が安心して利用できる施設であることをお知らせできます。福岡県はこの取組みを推進しています。詳しくは、福岡県のホームページをご確認ください。
Ｑ１９　感染防止対策は行っていますが、福岡県感染防止宣言ステッカーは取得していません。どのようにして取得したらよいですか。

　　福岡県のホームページから申請することができます。感染防止対策チェック項目等をご確認の上、申請を行ってください。（手引きにも資料を添付していますので、参考にしてください。）
　　パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、下記の相談窓口へお問い合わせください。（電話で必要事項を確認しながら、申請を行うことができます。電話で申請を行った場合、申請からステッカーが届くまでに７日から１０日程度を要します。早めのお手続きをお勧めします。）
　　
Ｑ２０　福岡県感染防止宣言ステッカーを店舗に掲示しています。提出書類はどのようにしたらよいですか。

申請したステッカーは必要な枚数を自分で印刷することが可能です。
各店舗にステッカーを掲示しているのがわかるの写真と、ステッカーの「施設・店舗名」や「申請番号」がわかるように撮影されたものをご提出お願いいたします。
Ｑ２１　創業して間もないため、まだ確定申告を行っていません。確定申告書類が準備できませんが、どうしたらいいですか。

　創業間もなく、確定申告書類が準備できない場合は、税務署の受付印のある「開業届」の写しを添付ください。

Ｑ２２　（個人事業主）確定申告は電子申請でおこなったため、税務署の受付印がありません。どうしたらいいですか。

　　電子申請した後、受信の通知が届くのでその写しを添付ください。

Ｑ２３　取組みに係る費用について、領収証の提出が必要ですか。

領収証の添付は必要ありません。
（その他）

Ｑ２４　申請後、支給されるかどうか、どうしたらわかりますか。

　申請後、内容等を確認し、交付決定通知又は不交付決定通知を送付いたしますので、通知書にてご確認ください。

Ｑ２５　申請したら、どのくらいで支給されますか。

　　約２週間程度で振込予定です。状況によりさらに時間がかかる場合があります。

　　また、添付資料等に不足がある場合、後日不足資料を提出いただき、書類が揃ってからのお手続きとなりますので、申請の際は、添付書類等に不足がないよう改めてご確認をお願いいたします。

Ｑ２６　国や県の給付金・補助金を受給しました。この給付金を申請することはできますか。
国の持続化給付金や家賃補助や県の持続化支援金や家賃補助を受けている場合でも、この感染防止対策給付金の申請は可能ですが、福岡県感染防止対策協力金の支給を受けた方は申請できません。
Ｑ２７　豊前市感染防止対策給付金は課税対象となりますか。

　　課税対象となります。ただし、給付金の支給額を含めた１年間の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字となる場合や、収支が黒字であっても医療費控除などの所得控除を差し引いた残額がない場合などには、所得税の負担は生じません。
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豊前市感染防止対策給付金　Ｑ＆Ａ





Ａ株式会社が５事業所（店舗）を運営している場合





２事業所分まで


申請可
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